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2024年 6月 5日 
 

調査レポート 

 

今月のグラフ（2024年 6月） 
 

米国が対中関税を引き上げ～保護主義拡大の懸念～ 
 

調査部 研究員 丸山健太 

 

2024 年 5 月、米国のバイデン大統領は対中関税を引き上げる方針を示した。関税引き上げの対象品目は、

鉄鋼・アルミニウム製品など中国の過剰生産が目立つ分野や、半導体、電気自動車など中国の競争力が増して

いる戦略的分野が中心で、天然黒鉛など中国への依存度が高い品目を除き、2024年 8月 1日に関税が引き上

げられる。 

 

中国にとっては、今回の米国の関税引き上げがもたらす影響は、短期的には限定的とみられる。米国は中国

にとって最大の輸出相手国で、中国の輸出に占める米国向けの割合（対米依存度）は貿易摩擦を経ても高水準

にあるが、関税引き上げ対象品目に限ると対米依存度は低い（図表 1）。したがって、米国以外の仕向け先への

輸出を増やすなどの対応が可能だろう。対象品目のうち輸出金額が最大の半導体輸出は、2023 年に 1,494 億

ドル（約 22.5兆円）に上ったが、最大の輸出先は香港で 43.4%を占める中、米国向けのシェアは 2.0%に過ぎな

かった。そのほかの品目も、概ね輸出全体の対米依存度（14.8%）を下回った。リチウムイオン電池や天然黒鉛、

永久磁石は対米依存度が高いものの、いずれも関税引き上げ日が 2026年 1月 1日と猶予期間が比較的長く、

目先の影響は避けられる。 

 

もっとも、中長期的には中国経済に大きな影響が及ぶと懸念される。欧米で対中保護主義の広がりがみられる

ためである。EU では、すでに域外で生産された電気自動車に 10%の関税が課されているが、足元で関税引き

上げの検討が進む。また、米国でも対中関税が一段と引き上げられる懸念がある。特に、大統領選において、共

和党・トランプ候補は公約として全ての中国製品に 60%超の関税を課すことを掲げており、仮に同候補が当選す

れば、対中関税の引き上げは確実である。中国は依然、米欧向け輸出のウエイトが高いことから、逆風は避けら

れない（図表 2）。一方、中国は、今回の米国の関税引き上げ措置に対し、すでに日米など西側諸国から輸入す

る化学樹脂について不当廉売の疑いで調査を開始したほか、輸入車の関税引き上げなど報復措置を検討して

いる。このように、今後、米中双方で報復の応酬が続けば、中国経済のみならず世界経済にもマイナスの影響が

生じる恐れがある。 
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図表 1 輸出品目ごとの対米依存度（2023年） 

 
（注 1） 「鉄鋼」、「アルミニウム」は海関総署の分類、それ以外は USTR公表の文書で示された各品

目のHSコード（6桁）を用いて集計した 

（注 2） 括弧内は、各品目の米国向け輸出金額（億ドル） 

（出所） USTR、UN Comtrade、海関総署 

 

 

図表 2 中国の主要国・地域向け輸出金額のシェア 

 
（出所） 海関総署 

4.6% 4.9%

2.0% 0.9% 0.2%

20.9%
18.8%

13.8%

9.1%

輸出全体の対米依存度
14.8%

0

5

10

15

20

25

重要鉱物

（%）

0

5

10

15

20

25

2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 23

米国 EU ASEAN 日本

（%）

（年）

－ ご利用に際して －  

◼ 本資料は、執筆時点で信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証

するものではありません。 

◼ また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。 

◼ 本資料に基づくお客さまの決定、行為、およびその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お

客さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。 

◼ 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所：三菱 UFJ

リサーチ&コンサルティングと明記してください。 

◼ 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。 


